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参考資料１ 佐賀市森林・林業再生計画策定委員会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 佐賀市森林・林業再生計画の策定に伴い，計画に係る提言及び審議を得ることを目的

として，佐賀市森林・林業再生計画策定委員会（以下，「委員会」という）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は，佐賀市森林・林業再生計画の策定に関する事項について検討・協議する。 

（組織） 

第３条 委員会は，委員２０名以内をもって組織する。 

２ 委員は，市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日から平成２５年３月３１日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は，会務を総理し，委員会の議長となる。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は，委員長が招集する。 

２ 委員会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，農林水産部森林整備課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，委員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は，平成２４年７月２日から施行する。 
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参考資料２ 佐賀市森林・林業再生計画策定委員会名簿 

 

                     委員長：五十嵐 勉   副委員長：赤司 邦昭 

区　　分 氏　　名 所　　　  属 役　職　名

学 識 経 験 者 五 十 嵐 勉 佐 賀 大 学 農 学 部 准 教 授

供 給 関 係 松 永 眞 富 士 大 和 森 林 組 合 代表理事組合長

〃 上 野 耕 太 郎 〃 副 組 合 長

〃 山 口 三 喜 男 神 埼 郡 森 林 組 合 代表理事組合長

林 業 関 係 豆 田 忠
佐 賀 県 生 産 森 林 組 合
連 絡 協 議 会

会 長

〃 川 原 嘉 信
佐賀県林業研究グループ
連 絡 協 議 会

会 長

〃 西 要 子 佐賀市婦人林業研究会 会 長

流通・加工関係 北 村 伸 介
佐賀県森林組合連合会
（ 木 材 共 販 所 ）

参 事

〃 小 栁 義 清
佐 賀 木 材 株 式 会 社
（ 木 材 市 場 ）

代 表 取 締 役

〃 奈 良 﨑 英 樹
佐 賀 県 木 材 協 会
（ 事 務 局 ）

事 務 局 長

消 費 関 係 野 口 博
佐 賀 県 優 良 住 宅 建 設
事 業 者 協 議 会

会 長

〃 樺 島 雄 大 諸富家具振興協同組合 理 事 長

〃 谷 昌 浩
味 の 素 株 式 会 社
九 州 事 業 所

所 長

〃 辛 川 洋 介 佐賀県工業技術センター 特 別 研 究 員

行 政 関 係 迫 畑 啓 逸 佐 賀 森 林 管 理 署 業 務 課 長

〃 内 岡 親 佐 賀 中 部 農 林 事 務 所 林 務 課 長

〃 赤 司 邦 昭 佐 賀 市 副 市 長
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参考資料３ 佐賀市公共建築物木材利用促進方針 

 

この方針は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成２２年法律第３６

号。以下「法」という。）第９条第１項の規定に基づき、「佐賀県公共建築物木材利用促進方

針（平成２３年１２月１４日。）」に即して、公共建築物における木材利用の促進の意義及び

基本的方向、公共建築物における木材利用の促進のための施策に関する基本的事項、市が整備

する公共建築物における木材利用の目標、公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の

確保に関する基本的事項等を定めるものである。 

 

第１ 公共建築物における木材利用の促進の意義及び基本的方向 

 

１ 公共建築物における木材利用の促進の意義 

（１）木材利用の促進の意義 

森林は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、林産物の供給   

など、多面的機能を有しており、人々に潤いや安らぎ、そして生活に必要な様々な恩恵

を与えてくれる重要な役割を担っているため、森林の適正な整備及び保全を図り、これ

ら森林の有する多面的機能を継続的に発揮させることが極めて重要である。 

しかしながら、戦後植林された人工林資源が利用可能な段階を迎えつつある一方、こ

れら資源の利用は低調であり、木材価格も低迷していること等から、林業生産活動は停

滞し、森林の有する多面的機能の低下が懸念される状況となっている。 

このような状況の中、木材の需要を拡大することは、林業の再生を通じた森林の適正

な整備につながり、森林の有する多面的機能の持続的な発揮や林業・木材産業の活性化、

さらには地域産業の振興にも寄与するものである。 

また、木材は、断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸収する効果や衝撃を緩和する効

果が高い等の性質を有するほか、製造時のエネルギー消費が小さく、長期間にわたって

炭素を貯蔵できる資材である。さらに、木材は再生可能な資源であり、燃やしても大気

中の二酸化炭素の濃度に影響を与えない「カーボンニュートラル」な特性を有する資材

である。 

このため、木材の利用を促進することにより、健康的で温もりのある快適な生活空間

の形成や、二酸化炭素の排出の抑制及び建築物等における炭素の蓄積の増大を通じた地

球温暖化の防止及び循環型社会の形成にも貢献することが期待される。 

 

 （２）公共建築物における木材利用の促進効果 

 公共建築物は、広く市民に利用されるものであることから、木材利用の促進を通じ、

これら公共建築物を利用する多くの市民に対して木とふれあい木の良さを実感する機会

を幅広く提供することが可能である。 

    このため、公共建築物に重点をおいて木材利用の促進を図ることは、公共建築物にお
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ける木材利用の拡大という直接的な効果はもとより、公共建築物以外の住宅等の一般建

築物における木材利用の促進、さらには建築物以外の工作物の資材、各種製品の原材料

としての木材利用の拡大といった波及効果も期待できる。 

 

２ 公共建築物における木材利用の促進の基本的方向 

  公共建築物については、可能な限り木造化又は内装木質化（注）を図るものとし、以下

の基本的方向に沿って公共建築物における木材利用の促進を図るものとする。 

 

（１）市の取り組み 

市は、法第４条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、市が整備する公共建築物に

おける木材利用に努めるとともに、民間等が整備する建築物や住宅等へ木造化を波及さ

せるために効果的な施策の推進に積極的な役割を果たすものとする。 

また、この方針に基づく公共建築物における木材利用の促進に向けた措置の実施状況

を積極的に明らかにするよう努めるものとする。 

さらに、公共建築物における木材利用の促進に当たっては、公共建築物の整備に使用

する木材が適切に供給されることが重要であることから、木材製造業者その他の関係者

の協力を得つつ、当該木材の品質の確保や安定的な供給の確保に必要な施策を講ずるよ

う努めるものとする。 

 

（２）関係者の適切な役割分担と関係者相互の連携 

国又は地方公共団体以外の者であって公共建築物を整備する者、林業従事者、木材製

造業者その他の関係者は、この方針を踏まえ、市が実施する施策に協力して、適切な役

割分担の下、相互に連携を図りながら、公共建築物における木材利用の促進及び公共建

築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に努めるものとする。 

例えば、公共建築物を整備する者にあっては、公共建築物における木材利用の意義等

についての理解を深めるとともに、その整備する公共建築物において積極的に木材を利

用するよう努めるものとする。 

また、木材製造業者その他の木材の生産又は供給に携わる者、建築物における木材利

用の促進に取り組む設計者等にあっては、相互に連携しつつ、公共建築物を整備する者

のニーズを的確に把握するとともに、これらニーズに対応した高品質で安価な木材の供

給及びその品質、価格等に関する正確な情報の提供、木材の具体的な利用方法の提案等

に努めるものとする。 

 

（３）木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立 

公共建築物における木材利用の促進に当たっては、森林の有する多面的機能の発揮と

木材の安定的な供給とが調和した森林資源の持続的かつ循環的な利用を促進するため、

無秩序な伐採を防止するとともに的確な再造林を確保するなど、木材の供給及び利用と

森林の適正な整備の両立を図ることが重要である。 
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このため、林業従事者、木材製造業者その他の関係者は、市が講ずる関連施策に協力

しつつ、森林法（昭和２６年法律第２４９号）に基づく森林計画等に従った伐採及び伐

採後の再造林等の適切な森林施業の確保並びに間伐材及び合法性等の証明された木材の

円滑な供給の確保を図るものとする。 

 

（４）市民の理解の醸成 

市は、公共建築物における木材利用を効果的に促進するとともに、木材利用の促進に

向けた市民各層の自発的な努力を促していくためには、木材利用の促進に関する市民の

理解の醸成が不可欠であることを踏まえ、公共建築物における木材利用の促進の意義等

について市民に分かりやすく示すよう努めるものとする。 

 

（注）この方針において「木造化」とは、建築物の新築、増築又は改築に当たり、構造耐力上

主要な部分である壁、柱、梁、桁、小屋組み等に木材を利用することをいい、「内装木

質化」とは、建築物の新築、増築、改築又は模様替に当たり、天井、床、壁、窓枠等に

木材を利用することをいう。 

 

第２ 公共建築物における木材利用の促進のための施策に関する基本的事項 

 

１ 木材利用を促進すべき公共建築物 

  法に基づき木材利用を促進する公共建築物は、法第２条第１項各号及び法施行令（平成

２２年政令第２０３号）第１条各号に掲げる建築物であり、具体的には、以下のような建

築物が含まれる。 

 

（１）国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物 

これらの建築物には、広く市民に利用される学校、社会福祉施設、病院・診療所、運

動施設、社会教育施設、公営住宅等の建築物等が含まれる。 

 

（２）国又は地方公共団体以外の者が整備する（１）に準ずる建築物 

これらの建築物には、国又は地方公共団体以外の者が整備する建築物であって、当該

建築物を活用して実施される事業が、広く市民に利用され、市民の文化・福祉の向上に

資するなど公共性が高いと認められる学校、社会福祉施設、病院・診療所、運動施設、

社会教育施設、公共交通機関の旅客施設及び高速道路の休憩所の建築物が含まれる。 

 

２ 公共建築物における木材利用の促進のための施策の具体的方向 

３の積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲に該当するものについて木造化の促進

に努めるとともに、木造化が困難と判断されるものを含め、内装木質化の促進に努めるも

のとする。 
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なお、市は、関係者の適切な役割分担と関係者相互の連携の促進を図りつつ、公共建築

物における木材利用を担う設計者や木材加工の技術者その他の人材育成、公共建築物の利

用に適した木材の供給体制の整備、公共建築物における木材利用の具体的な事例や建築コ

スト、木材の調達方法等に関する情報の収集・提供その他の施策の総合的な展開が図られ

るように努めるものとする。 

 

３ 積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲 

  公共建築物の整備においては、１の木材利用を促進すべき公共建築物のうち、建築基準

法その他の法令に基づく基準において、耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造

とすることが求められていない低層の公共建築物において、積極的に木造化の促進に努め

るものとする。 

また、建築基準法その他の法令に基づく基準において、耐火建築物とすること又は主要

構造部を耐火構造とすることが求められる公共建築物であっても、木材の耐火性等に関す

る技術開発の推進や木造化に係るコスト面の課題の解決状況等を踏まえ、木造化が可能と

判断されるものについては、木造化を図るように努めるものとする。 

さらに、木造と非木造の混構造とすることで、耐火性能や構造強度の確保ができる場合

は、その採用も積極的に検討しつつ木造化の促進に努めるものとする。 

ただし、公共建築物に求められる機能等の観点から、木造化になじまない又は木造化を

図ることが困難であると判断されるもの、増築や部分改築で既存施設との機能上の一体性

等の観点から適当でないものについては、木造化を促進する対象としないものとする。 

 

４ 市産木材の利用促進 

   市内で生産・加工された木材を優先的に使用するものとする。 

 

第３ 市が整備する公共建築物における木材利用の目標 

 

   市が整備する公共建築物における木材利用に当たっては、以下に努めるものとする。 

 

 （１）木造化 

市は、第２の３の積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲に該当する低層の公共

建築物について、原則としてすべて木造化に努めるものとする。 

 

（２）内装木質化 

市は、その整備する公共建築物について、高層・低層にかかわらず、部屋の用途やそ

の使用状況を総合的にみて、内装木質化を図ることが適切と判断される部分について、

内装木質化を促進するものとする。 
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第４ 公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する基本的事項 

 

公共建築物に使用する木材の円滑な供給を確保するため、森林所有者や素材生産業者等

の林業従事者、木材製造業者その他の木材の供給に携わる者が連携して、林内路網の整備、

林業機械の導入、施業の集約化等による林業の生産性の向上、木材の需給に関する情報の

共有及び木材の安定的な供給・調達に関する合意形成の促進、公共建築物の整備における

木材利用の動向やニーズに応じた木材の適切な供給のための木材の製造の高度化及び流通

の合理化、合法性等が証明された木材の供給体制の整備等に取り組むものとする。 

 

第５ その他公共建築物における木材利用の促進に関する重要事項 

 

 １ 公共建築物の整備等においてコスト面で考慮すべき事項 

公共建築物の整備において木材を利用するに当たっては、一般に流通している木材を使

用する等の設計上の工夫や効率的な木材調達等によって、建設コストの適正な管理を図る

ことが重要である。 

また、公共建築物の整備に当たっては、建設自体に伴うコストにとどまらず、維持管理

及び解体・廃棄等のコストを含むライフサイクルコストについて十分検討するとともに、

利用者のニーズや木材利用による付加価値等も考慮し、これらを総合的に判断したうえで、

木材の利用に努めるものとする。 

 

 ２ 公共建築物における木材利用の促進のための体制に関する事項 

公共建築物における木材利用の促進を効果的に図っていくため、市庁内に設置した「佐

賀市市産木材利用推進庁内連絡会議」において、関係部局間の円滑な連絡調整等を行う。 

 

 附 則 

この方針は、平成２４年３月３０日から適用する。 

 

 


